
【第４部】５疾病５事業及び在宅医療の医療連携体制の構築 第３章災害医療 第７期・第７期中間見直し比較 

第７期 第７期中間見直し 

 

第３章 災害医療 

 

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえるとともに、県下において平成16年10月に発生した台風23号による水害や、

平成17年４月に発生したＪＲ福知山線列車脱線事故、平成23年３月に東北地方太平洋沿岸域を中心に未曾有の

被害をもたらした東日本大震災、また、平成28年４月に発災した熊本県を震源とする地震等、県内外で発生す

る様々な災害に対応できるよう、災害拠点病院間の連携体制を構築し、災害医療情報の収集・提供、医療機関

や搬送機関への指示要請、救命救急医療の提供、患者の搬送、医薬品の備蓄などについての総合的なシステム

を整備する。 

また、災害初動期において迅速かつ効率的な救護活動ができるよう、医療従事者に対する知識の普及啓発や、

兵庫ＤＭＡＴ指定病院＊における体制整備に取り組む。 
 

○兵庫ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team：災害医療支援チーム） 

災害急性期(概ね48時間以内)に活動できる機動性を持った、専門的な訓練(国で研修実施)を受け 

た災害派遣医療チーム(災害拠点病院、救命救急センター職員で構成) 

○兵庫ＤＭＡＴ指定病院 

兵庫県が指定する、地域における災害医療の中核施設となるＤＭＡＴを持つ病院 

 

【現 状】 

(1) 広域災害救急医療情報システム・災害救急医療情報指令センターの整備 

平成８年12月に、従来の救急医療情報システムを、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、大規模災害時に医

療機関の被災情報を収集できる兵庫県広域災害・救急医療情報システム（兵庫県ＥＭＩＳ）として更新した。   

平成15年４月にはシステムをＷｅｂ化して、局所的な中小規模災害にも対応できる緊急搬送要請モードを

追加整備して、運用している。 

平成21年度に搬送困難事案に対応するため、個別搬送要請機能を追加整備して運用している。 

平成28年度には時代のニーズに合わせ、スマートフォン・タブレット端末への対応画面の新設を行った。

また、全病院のシステム登録を平成28年度に行った。 

兵庫県広域災害・救急医療情報システム（兵庫県ＥＭＩＳ）は平時から医療機関において頻繁に情報更新

などで利用が行われている。 

一方、厚生労働省においても大規模災害時に医療機関の被災情報やＤＭＡＴの情報等を収集するための広

域災害救急医療情報システム（厚生労働省ＥＭＩＳ）を整備し運営している。他都道府県のＤＭＡＴは、大

規模災害時に広域災害救急医療情報システム（厚生労働省ＥＭＩＳ）から情報収集を行う運用になっている。 

兵庫県ＥＭＩＳと厚生労働省ＥＭＩＳは相互に医療機関の被災情報のデータ連携を行うことができる。 

なお、これらを活用して得られた総合的な情報をもとに、兵庫ＤＭＡＴ、災害拠点病院救護班の派遣や患

者搬送等の調整を指示する災害救急医療情報指令センターを県災害医療センター内に整備（平成15年８月）

し、運営している。 

 

 

 

 

 

第３章 災害医療 

  

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえるとともに、県下において平成16年10月に発生した台風23号による水害や、

平成17年４月に発生したＪＲ福知山線列車脱線事故、平成23年３月に東北地方太平洋沿岸域を中心に未曾有の

被害をもたらした東日本大震災、平成28年４月の熊本地震や平成30年６月の大阪府北部地震等、県内外で発生

する様々な災害に対応できるよう、災害拠点病院間の連携体制を構築し、災害医療情報の収集・提供、医療機

関や搬送機関への指示要請、救命救急医療の提供、患者の搬送、医薬品の備蓄などについての総合的なシステ

ムを整備する。 

また、災害初動期において迅速かつ効率的な救護活動ができるよう、医療従事者に対する知識の普及啓発や、

兵庫ＤＭＡＴ指定病院＊における体制整備に取り組む。 
 

○兵庫ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team：災害派遣医療チーム） 

災害急性期(概ね48時間以内)に活動できる機動性を持った、専門的な訓練(国で研修実施)を受け 

た医療チーム(災害拠点病院、救命救急センター職員で構成) 

○兵庫ＤＭＡＴ指定病院 

兵庫県が指定する、地域における災害医療の中核施設となるＤＭＡＴを持つ病院 

 

【現 状】 

(1) 広域災害救急医療情報システム・災害救急医療情報指令センターの整備 

（同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県ＥＭＩＳと厚生労働省ＥＭＩＳは、それぞれのシステムの利用主体が異なること等の条件から、災

害時にどちらのシステムを優先するか等、運用方法について検討を行うことが必要となっていたため、関係

機関と協議を行い、平成30年度に、災害時の医療機関からの被災状況等の報告では厚生労働省EMISを優先し

て活用する方針を整理し、医療機関向け入力マニュアルを整備・周知した。 

 

 



 

(2) 県災害医療センターの整備 

災害救急医療システムの中核施設である県災害医療センターは、県の基幹災害拠点病院として、大規模災

害に対応できるよう、平時から救命救急センターとして救命救急医療を提供するほか、災害医療情報の収

集・提供、医療機関や搬送機関に対する指示・要請、ヘリコプターなどを活用した患者搬送、医薬品等の備

蓄、災害医療コーディネーターや救護班として派遣される災害医療従事者に対して、研修や訓練を行ってい

る。  

また、併設されている神戸赤十字病院についても、基幹災害拠点病院として県災害医療センターの後方支

援機能を担っている。 

(3) 災害医療圏域の設定（省略） 

(4) 災害拠点病院の整備（省略） 

(5) 災害医療コーディネーターの整備 

災害時の院内における負傷者の受入等の災害対応、院外におけるＤＭＡＴや救護班の活動の後方支援、地

域医療情報センターの支援を担う災害医療コーディネーターを、災害拠点病院の救命救急センター長・救急

部長・外科部長を中心に委嘱している。 

平成27年度から県医師会及び郡市医師会の代表者等を災害医療コーディネーターに委嘱し、平成29年12

月現在で災害拠点病院のコーディネーターを79名、医師会のコーディネーターを26名、併せて105名の災害

医療コーディネーターを委嘱している。 
 

○災害医療コーディネーター 

全県又は災害医療圏域内において、被災患者の受け入れ先、救護班及び兵庫DMATの派遣及び受け入

れ等についての調整及び支援の役割を担い、 災害発生時に、地域医療情報センター、健康福祉事務所、

市町、医療機関、消防機関等に対して災害医療の確保について助言、指導、連絡調整を行う。平時に

おいて地域医療情報センター、市町等が行う災害救急医療システムの整備について、助言、指導を行

う。 

 

(6) 統括ＤＭＡＴの確保 

災害時に被災地域において、地方公共団体、消防等関係機関との調整、情報共有を行い、県内外のＤＭＡ

Ｔに対する適切な指示を行うために、統括ＤＭＡＴの養成を平成19年度から始め、平成29年４月現在で14

兵庫ＤＭＡＴ指定病院に25名配置している。 

 

○統括ＤＭＡＴ 

 ＤＭＡＴ隊員として登録されている医師で、平時において地方公共団体の防災計画等の策定、防災

訓練等の企画立案に携わること、災害時に被災地域において、地方公共団体、消防等関係機関との調

整、情報共有を行い、経時的に変化する被災地の情報に柔軟に対応し、県内外のＤＭＡＴに対する適

切な指示を行うために、養成した隊員。 

 

(7) 救急搬送システムの整備（省略） 

(8) 医薬品等備蓄システムの整備（省略） 

 

 

 

 

(2) 兵庫県災害医療センターの整備 

災害救急医療システムの中核施設である兵庫県災害医療センターは、県の基幹災害拠点病院として、大規

模災害に対応できるよう、平時から救命救急センターとして救命救急医療を提供するほか、災害医療情報の

収集・提供、医療機関や搬送機関に対する指示・要請、ヘリコプターなどを活用した患者搬送、医薬品等の

備蓄、災害医療コーディネーターや救護班として派遣される災害医療従事者に対して、研修や訓練を行って

いる。  

また、併設されている神戸赤十字病院についても、基幹災害拠点病院として兵庫県災害医療センターの後

方支援機能を担っている。 

(3) 災害医療圏域の設定（省略） 

(4) 災害拠点病院の整備（省略） 

(5) 兵庫県災害医療コーディネーターの整備 

災害時の院内における負傷者の受入等の災害対応、院外におけるＤＭＡＴや救護班の活動の後方支援、地

域医療情報センターの支援を担う兵庫県災害医療コーディネーターを、災害拠点病院の救命救急センター

長・救急部長・外科部長を中心に委嘱している。 

平成27年度から県医師会及び郡市医師会の代表者等を災害医療コーディネーターに委嘱し、令和２年３月

末現在で災害拠点病院のコーディネーターを88名、医師会のコーディネーターを27名、併せて115名の災害

医療コーディネーターを委嘱している。 
 

○兵庫県災害医療コーディネーター 

（同左） 

 

(6) 統括ＤＭＡＴの確保 

災害時に被災地域において、地方公共団体、消防等関係機関との調整、情報共有を行い、県内外のＤＭＡ

Ｔに対する適切な指示を行うために、統括ＤＭＡＴの養成を平成19年度から始め、令和２年４月現在で15

の兵庫ＤＭＡＴ指定病院に25名配置している。 

 

○統括ＤＭＡＴ 

 厚生労働省が実施する「統括ＤＭＡＴ研修」を修了し、厚生労働省に登録された者で、通常時には

ＤＭＡＴに関する訓練・研修、都道府県等の災害医療体制に関する助言等を行い、災害時には各ＤＭ

ＡＴ本部の責任者として活動する。 

 

 

(7) 救急搬送システムの整備（省略） 

(8) 医薬品等備蓄システムの整備（省略） 

 

 

 



 

(9) 圏域における「地域災害救急医療マニュアル」の策定 

平成８年度以降、災害時における迅速かつ効率的な救護活動の実現をめざし、救護班の派遣・受入体制、

地域医療情報センター、災害拠点病院、郡市区医師会・歯科医師会、消防本部等の具体的な役割や行動を明

示した、災害医療圏域単位の「地域災害救急医療マニュアル」を策定している。平成25年度に「地域災害救

急医療マニュアル」を改訂し、マニュアル内容の検証のため、訓練を実施している。 

 

 

 

 

 

 

(10) 医療マンパワー、広域応援体制の確保（省略） 

(11) 広域医療搬送体制等の整備（省略） 

(12) 保健医療調整本部の整備（省略） 

(13) 災害時の小児・周産期医療体制の整備（省略） 

 

【課 題】 

(1) 広域災害救急医療情報システムの整備 

兵庫県広域災害・救急医療情報システム（兵庫県ＥＭＩＳ）と広域災害救急医療情報システム（厚生労働

省ＥＭＩＳ）は相互にデータ連係を行うことができるが、兵庫県ＥＭＩＳは県内の医療機関が平時から頻繁

に使用しているため操作方法等を習熟しており、厚生労働省ＥＭＩＳは他都道府県ＤＭＡＴが情報収集を行

うために使用するなど、それぞれのシステムの利用主体が異なること等の条件から、災害時にどちらのシス

テムを優先するか等、運用方法について検討を行う必要がある。 

(2) 災害拠点病院等の整備 

災害拠点病院における耐震強化、ライフラインの維持・確保、ヘリポートの確保、医療資器材等の確保・

備蓄、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定など、災害拠点病院の機能強化及び災害拠点病院間の連携強化等を図

る必要がある。なお、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定については、2019年３月末までに策定することが災害

拠点病院の指定要件とされている。 

今後想定される大規模災害時に災害拠点病院が精神科患者に対応するための精神病床数は十分ではなく、

精神科病院からの患者の受入れや、精神症状の安定化等を、災害拠点病院のみで対応することは困難である。

このため、精神科病院においても、災害拠点病院と類似の機能を有する災害拠点精神科病院を今後整備する

必要がある。 

 

 

(3) 災害医療コーディネーターの整備 

各災害拠点病院・医師会に配置されている災害医療コーディネーターと、地域医療情報センター・消防機

関等関係機関との連携体制を整備する必要がある。 

  また、災害発生時に地域の災害医療全般をコーディネートできるよう、人材の確保・養成を図っていく必

要がある。 

(4) 統括ＤＭＡＴの確保（省略） 

 

 

(9) 圏域における「災害時保健医療マニュアル」の策定 

（平成８年度以降、災害時における迅速かつ効率的な救護活動の実現をめざし、救護班の派遣・受入体制、

地域医療情報センター、災害拠点病院、郡市区医師会・歯科医師会、消防本部等の具体的な役割や行動を明

示した、災害医療圏域単位の「地域災害救急医療マニュアル」を策定している。平成25年度に「地域災害救

急医療マニュアル」を改訂し、マニュアル内容の検証のため、訓練を実施してきた。 

平成28年４月の熊本地震における対応に関して、医療チーム、保健師チーム等の間における情報共有に関

する課題や保健所の支援について市町との連携に関する課題が指摘されたこと、また「大規模災害時の保健

医療活動に係る体制の整備について」の通知を受け、大規模災害時には県が設置する保健医療調整本部にお

いて保健医療活動の総合調整が行われることとなったこと等を踏まえ、「地域災害救急医療マニュアル」の

見直しが課題となったことから、令和元年度に、関係者との協議を経て策定した指針を参考に、各圏域で「災

害時保健医療マニュアル」を策定した。 

(10) 医療マンパワー、広域応援体制の確保（省略） 

(11) 広域医療搬送体制等の整備（省略） 

(12) 保健医療調整本部の整備（省略） 

(13) 災害時の小児・周産期医療体制の整備（省略） 

 

【課 題】 

(1) 広域災害救急医療情報システムの整備 

兵庫県広域災害・救急医療情報システム（兵庫県ＥＭＩＳ）と広域災害救急医療情報システム（厚生労働

省ＥＭＩＳ）は相互にデータ連係を行うことができるが、本県では、平時の救急搬送調整等では兵庫県広域

災害・救急医療情報システム（兵庫県ＥＭＩＳ）を、災害時には広域災害救急医療情報システム（厚生労働

省ＥＭＩＳ）を主に活用することとしており、災害時に医療機関等が円滑に対応できるよう入力訓練等によ

り厚生労働省ＥＭＩＳの操作方法への習熟を深める必要がある。 

(2) 災害拠点病院等の整備 

災害拠点病院における耐震強化、ライフラインの維持・確保、ヘリポートの確保、医療資器材等の確保・

備蓄、業務継続計画（ＢＣＰ）に基づく訓練等など、災害拠点病院の機能強化及び災害拠点病院間の連携強

化等を図る必要がある。 

 

今後想定される大規模災害時に災害拠点病院が精神科患者に対応するための精神病床数は十分ではなく、

精神科病院からの患者の受入れや、精神症状の安定化等を、災害拠点病院のみで対応することは困難である。

このため、精神科病院においても、災害拠点病院と類似の機能を有する災害拠点精神科病院を今後整備する

必要がある。 

  災害拠点病院又は災害拠点精神科病院として指定された個別病院名は、県のホームページにおいて公表し

ている。 

(3) 兵庫県災害医療コーディネーターの整備 

各災害拠点病院・医師会に配置されている兵庫県災害医療コーディネーターと、地域医療情報センター・

消防機関等関係機関との連携体制を整備する必要がある。 

  また、災害発生時に地域の災害医療全般をコーディネートできるよう、人材の確保・養成を図っていく必

要がある。 

(4) 統括ＤＭＡＴの確保（省略） 

 



 

(5) 圏域における「地域災害救急医療マニュアル」の見直し 

熊本地震における対応に関して、医療チーム、保健師チーム等の間における情報共有に関する課題や保健

所の支援について市町との連携に関する課題が指摘されたこと、また「大規模災害時の保健医療活動に係る

体制の整備について」の通知を受けて、「地域災害救急医療マニュアル」について、見直しを行う必要があ

る。 

(6) 広域医療搬送体制等の整備（省略） 

(7) 保健医療調整本部の整備 

災害時に災害医療コーディネーター、兵庫ＤＭＡＴ、統括ＤＭＡＴ、医療機関、ＪＭＡＴ兵庫、日本赤十

字社兵庫県支部、各医療専門分野の災害対応チーム（ＤＰＡＴ・ＤＨＥＡＴ等）による医療救護活動が円滑

に進められるよう、保健医療調整本部の組織体制の検討を行い、その連携方策等について検討する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 災害時の小児・周産期医療体制の整備（省略） 

 

【推進方策】 

(1) 広域災害救急医療情報システムの整備（省略） 

   

(2) 災害拠点病院等の整備 

災害医療体制の充実強化を図るため、災害拠点病院が計画的に実施する耐震強化、ライフラインの維持・

確保、ヘリポートの確保、医療資器材等の確保・備蓄などの整備事業に対する補助を行う。（県） 

全ての災害拠点病院において業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を推進し、その他の病院についても、ＢＣＰ

の策定に努める。（県、医療機関） 

県下の災害拠点病院間の連携強化を図るために、災害拠点病院連絡協議会の開催や、兵庫ＤＭＡＴ等の災

害医療従事者研修などを継続的に実施する。兵庫ＤＭＡＴについては、ＤＭＡＴ養成研修や、統括ＤＭＡＴ

研修への受講を進めていくとともに、既存の兵庫ＤＭＡＴの技能維持・向上を図るため近畿府県において合

同訓練、合同研修等を実施していく。（県、医療機関） 

また、災害時における精神科医療を提供する上での中心的役割を担う災害拠点精神科病院の整備を進めて

いく。（県、医療機関、関係団体） 

 

(3) 災害医療コーディネーター 

災害時において、災害対策本部、地域医療情報センター（保健所等）や消防機関等の関係機関と連携し、

地域の災害医療全般をコーディネートできるよう、訓練の企画への参画、訓練等を実施し人材の養成に取り

組む。（県、医療機関、医師会等関係団体） 

(4) 統括ＤＭＡＴの確保（省略） 

 

 

(5)  ｢災害時保健医療マニュアル｣に基づく圏域の体制強化 

災害時に、各圏域において、｢災害時保健医療マニュアル｣に基づき円滑な対応が行われるよう訓練等によ

り関係者の連携体制を確保する必要がある。 

 

 

(6) 広域医療搬送体制等の整備（省略） 

(7) 保健医療調整本部の整備 

災害発生時に被災地域の医療ニーズ等の情報収集及び医療チーム（ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、ＤＨＥＡＴ、Ｄ

ＰＡＴ、日本赤十字社等）との連絡調整等を行う本部組織（保健医療調整本部、ＤＭＡＴ調整本部、ＤＭＡ

Ｔ活動拠点本部等）の連携体制の推進、充実強化を図り、各本部の組織体制の検討、本部の設置場所及び通

信機器の確保方法の検討、関係機関との連携方策の検討等を行いマニュアルの整備等を進める。 

また、本部の活動を支援するロジスティクス人材の育成方法等の検討や人材育成研修等についても取り組

み、ロジスティクス体制等の整備を行う中で、今後連携強化が必要と考える県薬剤師会、県歯科医師会、県

放射線技師会、県臨床検査技師会、民間団体等との連携体制について検討及び整備を進める。 

  保健医療調整本部と関西広域連合との連携を図りつつ、今後、高い確率での発生が懸念されている「東海・

東南海・南海」三連動地震や近畿圏直下型地震など大規模広域災害の発生への備え、災害時における府県域

を越えた広域医療体制の整備・充実に向けた取組を実施する。（県、市町、関西広域連合、医療機関、医師

会等関係団体） 

(8) 災害時の小児・周産期医療体制の整備（省略） 

 

【推進方策】 

(1) 広域災害救急医療情報システムの整備（省略） 

   

 (2) 災害拠点病院等の整備 

災害医療体制の充実強化を図るため、災害拠点病院が計画的に実施する耐震強化、ライフラインの維持・

確保、ヘリポートの確保、医療資器材等の確保・備蓄などの整備事業に対する補助を行う。（県） 

災害拠点病院における業務継続計画（ＢＣＰ）に基づく訓練等を推進し、その他の病院についても、ＢＣ

Ｐの策定に努める。（県、医療機関） 

県下の災害拠点病院間の連携強化を図るために、災害拠点病院連絡協議会の開催や、兵庫ＤＭＡＴ等の災

害医療従事者研修などを継続的に実施する。兵庫ＤＭＡＴについては、ＤＭＡＴ養成研修や、統括ＤＭＡＴ

研修への受講を進めていくとともに、既存の兵庫ＤＭＡＴの技能維持・向上を図るため近畿府県において合

同訓練、合同研修等を実施していく。（県、医療機関） 

また、災害時における精神科医療を提供する上での中心的役割を担う災害拠点精神科病院の整備を進めて

いく。（県、医療機関、関係団体） 

 

(3) 兵庫県災害医療コーディネーター 

（同左） 

 

 

(4) 統括ＤＭＡＴの確保（省略） 

 



(5) 圏域における「地域災害救急医療マニュアル」の見直し 

熊本地震における対応に関して、医療チーム、保健師チーム等の間における情報共有に関する課題や保健

所の支援について市町との連携に関する課題が指摘されたこと、また「大規模災害時の保健医療活動に係る

体制の整備について」の通知を踏まえ、災害医療圏域ごとの「地域災害救急医療マニュアル」の見直し、Ｄ

ＨＥＡＴ等の支援チームとの連携体制について協議を進める。 

また、「地域災害救急医療マニュアル」の訓練等を実施し、医療従事者等の人材育成や関係団体との連携

強化を推進していく。（県、市町、医療機関、関係団体） 

(6) 広域医療搬送体制等の整備（省略） 

(7) 保健医療調整本部等の整備（省略） 

(8) 災害時の小児・周産期医療体制の整備（省略） 

 

【目 標】（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 「災害時保健医療マニュアル」に基づく訓練等 

 

 

 

 

「災害時保健医療マニュアル」に基づく訓練等を実施し、医療従事者等の人材育成や関係団体との連携強

化を推進していく。（県、市町、医療機関、関係団体） 

(6) 広域医療搬送体制等の整備（省略） 

(7) 保健医療調整本部等の整備（省略） 

(8) 災害時の小児・周産期医療体制の整備（省略） 

 

【目 標】（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【兵庫県内】 

全県レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ＤＭＡＴ調整本部／医療救護班調整本部 
 

圏域レベル            圏域毎に柔軟に体制･ﾒﾝﾊﾞｰを検討  

 

・ 医療機関／病院支援指揮所(ＤＭＡＴ) 

・ 救護所･避難所／現場活動指揮所(ＤＭＡＴ)  等 

 

被災現地（被災住民等） 

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部 

（ＤＭＡＴ･ＳＣＵ指揮所） 

※ＤＭＡＴ参集拠点 

→ 伊丹･神戸･但馬空港等を想定 

○ ＤＭＡＴの活動を支援するために、ＤＭＡ

Ｔ調整本部を設置・運営。 

→ 発災直後に立ち上げ、概ね 48時間以内を

目途に運営 

○ 医療救護班の活動を支援するために、医療

救護班調整本部を設置・運営。 

→ 発災後早期の段階（概ね 48時間以内）か

ら立ち上げ・運営。 

※ 災害発生後の超急性期（概ね 48時間以内）は、

ＤＭＡＴ調整本部と連携（情報を交換・共有）。 
 

○ 派遣又は自主的に参集した 

ＤＭＡＴ及び医療救護班の配置重複・ 

不均衡が生じないよう、地域（２次保健 

医療圏域内）で支援等を行う地域医療 

対策会議を設置・運営。 

 → 発災直後に立ち上げ・運営 

※ 災害発生後の超急性期（概ね 48時間以内）は、 

ＤＭＡＴ活動拠点本部と連携（情報を交換・共有）。 
 

 

市町レベル 

市町災害対策本部 等 

○ ＤＭＡＴ活動拠点本部の下、必要に応じ、 

ＤＭＡＴが活動する病院にＤＭＡＴ病院支援指揮所、 

また、ＤＭＡＴが活動する災害現場等に 

ＤＭＡＴ現場活動指揮所を設置。 

災害発生時の医療活動への対応（県等における組織・系統図） 

【他都道府県】 

災 害 対 策 本 部 等 

ＤＭＡＴ域外拠点本部 

 

 

○ 災害時発生時、県下のＤＭＡＴ

活動を指揮するＤＭＡＴ調整本部

の下、必要に応じ、ＤＭＡＴ活動

拠点本部及びＤＭＡＴ・ＳＣＵ本

部を設置。 

  また、ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部の

下、必要に応じ、ＤＭＡＴが使用

する航空搬送拠点に、ＤＭＡＴ・

ＳＣＵ指揮所を設置。 

 

災害対策地方本部 

ＤＭＡＴ活動拠点本部 

※災害拠点病院（DMAT 参集拠点）

に設置 

 

地域医療対策会議 

 

保健医療調整本部 

災害対策本部 

 

○ 大規模災害対策に係る保健医療活

動の総合調整を行うための本部を設

置・運営。 

○ 保健医療活動チームの派遣調整、

保健医療活動に関する情報収集、情

報の整理、分析等の総合調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【兵庫県内】 

全県レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ＤＭＡＴ調整本部／医療救護班調整本部 
 

圏域レベル            圏域毎に柔軟に体制･ﾒﾝﾊﾞｰを検討  

 

・ 医療機関／病院支援指揮所(ＤＭＡＴ) 

・ 救護所･避難所／現場活動指揮所(ＤＭＡＴ)  等 

 

被災現地（被災住民等） 

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部 

（ＤＭＡＴ･ＳＣＵ指揮所） 

※ＤＭＡＴ参集拠点 

→ 伊丹･神戸･但馬空港等を想定 

○ ＤＭＡＴの活動を支援するために、ＤＭＡ

Ｔ調整本部を設置・運営。 

→ 発災直後に立ち上げ、概ね 48時間以内を

目途に運営 

○ 医療救護班の活動を支援するために、医療

救護班調整本部を設置・運営。 

→ 発災後早期の段階（概ね 48時間以内）か

ら立ち上げ・運営。 

※ 災害発生後の超急性期（概ね 48時間以内）は、

ＤＭＡＴ調整本部と連携（情報を交換・共有）。 
 

○ 派遣又は自主的に参集した 

ＤＭＡＴ及び医療救護班の配置重複・ 

不均衡が生じないよう、地域（２次保健 

医療圏域内）で支援等を行う地域医療 

対策会議を設置・運営。 

 → 発災直後に立ち上げ・運営 

※ 災害発生後の超急性期（概ね 48時間以内）は、 

ＤＭＡＴ活動拠点本部と連携（情報を交換・共有）。 
 

 

市町レベル 

市町災害対策本部 等 

○ ＤＭＡＴ活動拠点本部の下、必要に応じ、 

ＤＭＡＴが活動する病院にＤＭＡＴ病院支援指揮所、 

また、ＤＭＡＴが活動する災害現場等に 

ＤＭＡＴ現場活動指揮所を設置。 

災害発生時の医療活動への対応（県等における組織・系統図） 

【他都道府県】 

災 害 対 策 本 部 等 

ＤＭＡＴ域外拠点本部 

 

 

○ 災害時発生時、県下のＤＭＡＴ

活動を指揮するＤＭＡＴ調整本部

の下、必要に応じ、ＤＭＡＴ活動

拠点本部及びＤＭＡＴ・ＳＣＵ本

部を設置。 

  また、ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部の

下、必要に応じ、ＤＭＡＴが使用

する航空搬送拠点に、ＤＭＡＴ・

ＳＣＵ指揮所を設置。 

 

災害対策地方本部 

ＤＭＡＴ活動拠点本部 

※災害拠点病院（DMAT 参集拠点）

に設置 

 

地域医療対策会議 

 

保健医療調整本部 

災害対策本部 

 

○ 大規模災害対策に係る保健医療活

動の総合調整を行うための本部を設

置・運営。 

○ 保健医療活動チームの派遣調整、

保健医療活動に関する情報収集、情

報の整理、分析等の総合調整を行う。 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡市区医師会 

地域薬剤師会 

 

災害医療圏域 

広域災害・救急医療情報システム参加機関 

広域災害・救急医療情報システム回線 

その他情報網 

 災害拠点病院（兵庫ＤＭＡＴ指定病院） 

・圏域内の災害医療拠点 

・医療資機材・医薬品等の備蓄 

・医療班・兵庫ＤＭＡＴの派遣 

     地域医療情報センター 

・医療機関の被災情報の把握 

・診療応需情報の把握 

・患者搬送・転送の指示・要請 

・医療スタッフの派遣 

災害医療システム概念図 

市町災害対策本部 

地元消防本部(局) 

兵庫県災害対策本部 

（保健医療調整本部） 

兵庫県医師会 

兵庫県看護協会 

兵庫県歯科医師会 

兵庫県薬剤師会 

災 

害 

医 

療 

圏 

域 

内 

の 

医 

療 

機 

関 

他府県 

２次保健 

医療圏域 

他府県 

医療機関以外の広域災害・救急医療情報 

システム参加機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡市区医師会 

地域薬剤師会 

 

災害医療圏域 

広域災害・救急医療情報システム参加機関 

広域災害・救急医療情報システム回線 

その他情報網 

 災害拠点病院（兵庫ＤＭＡＴ指定病院） 

・圏域内の災害医療拠点 

・医療資機材・医薬品等の備蓄 

・医療班・兵庫ＤＭＡＴの派遣 

     地域医療情報センター 

・医療機関の被災情報の把握 

・診療応需情報の把握 

・患者搬送・転送の指示・要請 

・医療スタッフの派遣 

災害医療システム概念図 

市町災害対策本部 

地元消防本部(局) 

兵庫県災害対策本部 

（保健医療調整本部） 

兵庫県医師会 

兵庫県看護協会 

兵庫県歯科医師会 

兵庫県薬剤師会 

災 

害 

医 

療 

圏 

域 

内 

の 

医 

療 

機 

関 

他府県 

２次保健 

医療圏域 

他府県 

医療機関以外の広域災害・救急医療情報 

システム参加機関 



 

災害医療圏域図・災害拠点病院位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害医療圏域図・災害拠点病院位置図 

   
 

※　　　　　　　の病院は災害拠点病院・兵庫ＤＭＡＴ指定病院を表す。（18病院）

※　　　　　　　　　　の病院は兵庫ＤＭＡＴ指定病院を表す。

（令和２年４月時点）

新温泉町

香美町

豊岡市

養父市

朝来市

宍粟市

佐用町

上郡町

赤穂市

相生市

たつの市

姫路市

姫路市

太子町

福崎町

市川町

神河町

多可町

西脇市

加東市
三田市

明石市

丹波市

小野市

加西市

加古川市

神戸市

三木市

川西市

宝塚市

伊丹市

尼崎市

西宮市

淡路市

洲本市

南あわじ市

猪名川町

播磨町

丹波篠山市

高砂市

芦屋市

稲美町

丹波

西播磨

中播磨
北播磨

東播磨

神戸

阪神南

阪神北

淡路

但馬

網掛け

網掛けなし

公立豊岡病院

公立八鹿病院

西脇市立西脇病院

県立丹波医療センター

県立西宮病院

県立尼崎総合
医療センター

兵庫医科大学病院

兵庫県災害医療センター（基幹）
神戸赤十字病院（基幹）

神戸市立医療センター

中央市民病院

神戸大学
医学部附属病院

県立淡路医療センター

県立加古川医療センター

製鉄記念広畑病院

国立病院機構
姫路医療センター

県立姫路循環器病センター

赤穂市民病院

姫路赤十字病院

宝塚市立病院

※　　　　　　　の病院は災害拠点病院・兵庫ＤＭＡＴ指定病院を表す。

※　　　　　　　　　　の病院は兵庫ＤＭＡＴ指定病院を表す。

（平成30年４月時点）

新温泉町

香美町

豊岡市

養父市

朝来市

宍粟市

佐用町

上郡町

赤穂市

相生市

たつの市

姫路市

姫路市

太子町

福崎町

市川町

神河町

多可町

西脇市

加東市
三田市

明石市

丹波市

小野市

加西市

加古川市

神戸市

三木市

川西市

宝塚市

伊丹市

尼崎市

西宮市

淡路市

洲本市

南あわじ市

猪名川町

播磨町

篠山市

高砂市

芦屋市

稲美町

丹波

西播磨

中播磨

北播磨

東播磨
神戸

阪神南

阪神北

淡路

但馬

網掛け

網掛けなし

公立豊岡病院

公立八鹿病院

西脇市立西脇病院

県立柏原病院

県立西宮病院

県立尼崎総合
医療センター

兵庫医科大学病院

兵庫県災害医療センター・
神戸赤十字病院（基幹）

神戸市立医療センター

中央市民病院

神戸大学
医学部附属病院

県立淡路医療センター

県立加古川医療センター

製鉄記念広畑病院

国立病院機構
姫路医療センター

県立姫路循環器病センター

赤穂市民病院

姫路赤十字病院

宝塚市立病院


